
国
際
競
争
力
強
化
に
向
け
た
日
本
企
業
の

法
務
機
能
の
在
り方

研
究
会
に
つ
い
て

20
18
年
２
月

経
済
産
業
省

資料４
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今
は
、
法
化
社
会
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

ビ
ジ

ネ
ス

の
場

で
法

律
の

知
見

を
持

っ
た

人
材

の
ニ

ー
ズ

が
高

ま
っ

て
い

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
法
務
部
業
務
で
は
な
く
、

M
&

Aや
知
的
財
産

権
、
独
占
禁
止
法
等
の
競
争
法
が
分
か
る
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
な
人
材
で
す
。


そ

う
し

た
リ

ー
ガ

ル
イ

シ
ュ

ー
は

、
グ

ロ
ー

バ
ル

に
ビ

ジ
ネ

ス
を

展
開

す
る

企
業

で
は

日
常

的
に

発
生
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。


多
く
の
海
外
企
業
に
は
法
曹
資
格
を
持
つ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
が
い
る
の
に
対
し
、

日
本

企
業

の
側

は
弁

護
士

に
相

談
す

る
他

な
い

。
こ

れ
で

は
国

際
競

争
に

勝
て

る
は

ず
も

あ
り

ま
せ

ん
。

（
引
用
）
経
済
同
友
会
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
よ
り
（

20
14

/6
）

ht
tp

s:
//

w
w

w
.d

oy
uk

ai
.o

r.j
p/

pu
bl

ish
/2

01
4/

pd
f/

20
14

_0
6_

04
.p

df

法
務
機
能
強
化
を
求
め
る
日
本
の
経
営
者
の
声


経
営
共
有
基
盤

代
表

取
締

役
Ｃ

Ｅ
Ｏ

冨
山

和
彦

氏
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グ

ロ
ー

バ
ル

企
業

な
ら

法
務

担
当

役
員

を
お

く
べ

き
だ
。

事
業

を
チ

ェ
ッ

ク
し

、
意

思
決

定
に

も
か

か
わ

り
、

長
期

的
に

法
令

順
守

の
風

土
を

社
内

に
醸

成
す

る
役

割
を

担
う
。
弁
護
士
と
し
て
専
門
的
な
助

言
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
役
員
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
面
の
助
言
が
で
き
る
こ
と
も
重
要
だ
。


日
本
企
業
は
外
部
の
法
律
事
務
所
に
依
存
し
て
い
る
。
だ
が
、

報
酬

の
高

い
外

部
弁

護
士

に
頼

む
よ

り
、

法
務

担
当

役
員

や
充

実
し

た
法

務
ス

タ
ッ

フ
を

抱
え

た
方

が
経

済
的

に
効

率
が

良
い
。
米
企
業
で

は
社
内
に
取
り
込
む
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。

20
17
年

4月
3日

日
本
経
済
新
聞
朝
刊

法
務
機
能
に
関
す
る
ア
メ
リカ
の
有
識
者
の
声


G

C（
※

）
は

、
…
取
締
役
・

CE
O
・
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
の

良
き

パ
ー

ト
ナ

ー
で

あ
り

つ
つ
、
し
か

し
最
終
的
に
は

企
業

の
ガ

ー
デ

ィ
ア

ン
と

し
て

の
役

目
を

果
た

さ
ね

ば
な

ら
な

い
…
。


企

業
の

健
全

性
が

、
世

界
規

模
で

飛
び

交
う

、
複

雑
で

急
速

に
変

化
す

る
法

律
、

規
制

、
訴

訟
、

公
共

政
策

、
政

治
、

メ
デ

ィ
ア

お
よ

び
圧

力
団

体
の

要
求

を
上

手
く

捌
く

こ
と

に
よ

っ
て

保
た

れ
る
の
で
、

G
Cは

、
取
締
役
、

CE
O
、
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ー
ダ
ー
か
ら
、

今
や

最
高

財
務

責
任

者
（

CF
O

）
に

匹
敵

す
る

重
要

性
を

有
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

※
GC
：
Ge
ne
ra
lC

ou
ns

el
事
務
局
に
よ
る
注
釈

N
BL

N
o.

11
00

 （
20

17
.6

.1
5）

よ
り
抜
粋


ベ
ン
・W
・ハ
イ
ネ
マ
ン
氏
（
ハ
ー
バ
ー
ド
・ロ
ー
ス
ク
ー
ル
シ
ニ
ア
・フ
ェロ
ー
）


ア
レ
ック
ス
・デ
ィミ
ー
ト
リエ
フ
上
級
副
社
長
兼
ゼ
ネ
ラ
ル
カ
ウ
ン
セ
ル
（
米

G
E）
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法
務
部
は
想
像
以
上
に
ス
ト
ッ
パ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
事
な
か
れ
主
義
が
根
強
い
。


事
業
部
は
、
法
務
部
門
対
策
の
ロ
ジ
ッ
ク
作
り
が
コ
ス
ト
と
な
っ
て
お
り
、
ロ
ジ
ッ
ク
作
り
を
請
け
負
う
こ
と
が
あ

る
。


事
業
部
が
考
え
て
い
る
新
規
事
業
に
つ
き
、
法
務
部
門
か
ら
法
令
抵
触
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
、
代
替
案
の
提
案
も
な

い
の
で
そ
れ
以
上
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。


事
業
部
門
が
あ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
へ
の
出
資
と
共
同
開
発
の
構
想
を
進
め
て
い
た
際
、
成
果
物
の
帰
属
割
合
に
つ

き
、
出
資
す
る
以
上
は
全
て
取
得
し
て
し
か
る
べ
き
と
の
法
務
部
門
の
こ
だ
わ
り
に
よ
り
当
該
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と

の
間
で
契
約
条
件
が
折
り
合
わ
ず
、
互
い
の
熱
が
冷
め
た
。


外
資
系
企
業
を
買
収
し
た
後
、
法
務
部
が
相
手
企
業
の
法
務
部
（
有
資
格
者
で
構
成
）
か
ら
の
質
問
に
答
え
ら
れ

ず
、
相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
事
例
が
あ
る
。


ポ
ジ
テ
ィブ
な
意
見


「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
違
う
」
と
い
う
社
内
意
見
に
よ
り
停
滞
し
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、
社
内
弁
護
士
が
法
律
上
問

題
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
所
管
官
庁
に
相
談
し
た
こ
と
で
一
気
に
前
進
し
た
。


事
業
部
門
が
早
い
段
階
で
法
務
部
に
相
談
に
来
る
こ
と
に
よ
り
、
事
案
を
交
通
整
理
し
て
無
駄
な
検
討
を
回
避
し
た

り
、
ス
キ
ー
ム
の
見
直
し
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。


M
＆

A
の
際
、
法
務
部
が
外
部
弁
護
士
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
弁
護
士
費
用
を
抑
え
つ
つ
企
業
に
と
っ
て

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。


法
務
が
、
事
業
部
門
間
で
の
事
業
の
重
複
を
発
見
し
、
両
部
門
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
重
複
を
解
消
し
た
。


シ
ス
テ
ム
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
、
顧
客
に
対
す
る
債
務
不
履
行
を
免
れ
得
な
い
場
面
で
、
会
社
と
し
て
ど
の
リ
ス
ク

を
と
る
か
に
つ
き
、
法
務
部
門
が
短
時
間
で
最
も
合
理
的
判
断
を
し
、
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
を
免
れ
た
。


ネ
ガ
テ
ィブ
な
意
見

日
本
企
業
の
法
務
部
門
の
実
態
（
６
）
～
ヒア
リン
グ
結
果
～
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法
務
機
能
強
化
に
向
け
た
課
題
（
仮
説
）


経

営
層

の
理

解
不

足
－
経
営
層
が
法
務
部
門
の
有
用
性
を
「
発
見
」
で
き
て
お
ら
ず
、
単
な
る
チ
ェ
ッ
ク
役
と
認
識
。

－
法
務
部
門
の
評
価
が
事
業
へ
の
貢
献
度
と
リ
ン
ク
し
て
い
な
い
。


リ

ス
ク

テ
イ

ク
、

リ
ス

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

発
想

が
な

い
－
経
営
層
が
、
リ
ス
ク
が
な
い
こ
と
の
証
明
を
要
求
し
、
リ
ス
ク
を
飲
み
込
む
判
断
が
で
き
て
い
な
い
。

－
事
業
部
門
が
、
経
営
層
の
意
向
を
お
も
ん
ば
か
る
あ
ま
り
、
リ
ス
ク
の
あ
る
提
案
を
で
き
て
い
な
い
。


会

社
組

織
の

問
題

－
複
雑
化
す
る
リ
ス
ク
に
対
し
て
総
合
的
な
判
断
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
が
、
会
社
組
織
が
縦
割
り
で
あ
る
た
め

守
備
範
囲
（
法
務
、
経
営
企
画
、
財
務
、
人
事
、
広
報
等
）
か
ら
漏
れ
る
分
野
や
、
複
数
に
ま
た
が
る
分
野
を

担
う
部
署
・
人
材
が
い
な
い
。

－
経
営
層
と
法
務
部
門
が
直
結
し
て
お
ら
ず
、
法
務
部
門
に
経
営
全
般
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。

経
営

層
の

意
識

改
革
と

法
務

人
材

の
育

成
が
課
題


会
社
側
の
ファ
ク
タ
ー


受

け
身

の
姿

勢
－
ル
ー
テ
ィ
ン
で
仕
事
が
持
ち
込
ま
れ
る
た
め
、
率
先
し
て
事
業
部
に
協
力
（
サ
ー
ビ
ス
）
す
る
気
持
ち
が
な
い
。

－
会
社
の
置
か
れ
た
状
況
が
分
か
ら
ず
、
仮
に
事
業
が
成
功
し
て
も
評
価
さ
れ
ず
、
新
た
な
ア
イ
デ
ア
を
生
み
出
す

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
危
機
感
も
な
い
。


事

業
部

門
と

法
務

部
門

間
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
不

足
－
〝
リ
ス
ク
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
知
恵
を
結
集
す
る
議
論
〟
に
至
ら
ず
、
新
規
事
業
の
芽
が
育
た
な
い
。

－
事
業
部
門
と
の
対
話
を
通
じ
て
実
行
可
能
な
代
替
案
を
探
求
で
き
る
だ
け
の
知
識
・
経
験
を
備
え
て
い
な
い
。


法
務
部
門
側
の
ファ
ク
タ
ー
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本
研
究
会
の
目
的
と主

な
論
点

【
論

点
】


経

営
層

の
リ

ー
ガ

ル
イ

シ
ュ

ー
へ

の
向

き
合

い
方


コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
推

進
、

グ
ロ

ー
バ

ル
化

対
応

、
イ

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン

創
出

等
の

企
業

の
競

争
力

強
化

に
対

し
て

求
め

ら
れ

る
法

務
機

能
と

は
何

か


企

業
の

法
務

機
能

の
底

上
げ

、
人

材
育

成
、

人
材

供
給

の
あ

り
方


経
済
や
ビジ
ネ
ス
の
グ
ロー
バ
ル
化
、I

T技
術
を
は
じめ
とす
る
イノ
ベ
ー
シ
ョン
の
進
展
等
に
よ
って
、企

業
の
リー
ガ
ル
リス
ク
は
これ
ま
で
以
上
に
拡
大
・複
雑
化
して
い
る
。


こう
した
状
況
下
に
お
い
て
、外

国
企
業
との
競
争
に
勝
って
い
くた
め
に
は
、経

営
に
リー
ガ
ル
の
視
点
が

不
可
欠
とな
って
お
り、
リス
ク
の
把
握
・評
価
に
お
い
て
法
務
部
門
が
果
た
す
役
割
が
増
大
して
い

る
。


そ
の
た
め
、①

コン
プ
ライ
ア
ン
ス
・規
制
強
化
へ
の
対
応
、②

さら
な
る
グ
ル
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
、③

イ
ノベ
ー
シ
ョン
の
実
現
、に
向
け
て
法
務
部
門
に
新
た
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
整
理
す
る
こと
で
、日

本
企
業
の
競
争
力
強
化
に
資
す
る
「経
営
」と
「法
務
機
能
」の
あ
り方

を
提
示
す
る
こと
を
目
的
とす
る
。




